
地方財政の充実・強化及び地方自治の尊重を求める意見書 

 

 第１８３回国会において、通常収支分の地方交付税を前年度比２．２％減とする平

成２５年度予算が成立した。地方が強く訴えてきた一般財源総額の確保がなされたも

のの、国が政策目的を達成するために地方固有の財源である地方交付税を一方的に削

減したことは、地方の財政自主権を侵害するものである。 

 今般の地方交付税の削減は、国が地方公務員の給与削減を要請したことを前提とし

たものとされている。しかし、これまで地方においては、国をはるかに上回る行財政

改革の努力を行ってきたところであり、税収の減少が続く中、健全な財政運営を行っ

てきた。こうした努力を評価することなく、国が地方公務員の給与削減を強制するこ

とは、地方自治の本旨から考えれば適正なものとは言えない。 

さらに、被災地の復興、子育て、医療、介護などの社会保障、環境対策など地方自

治体が担う役割は増大しており、地方の財政需要を的確に見積もり、これに見合う地

方交付税総額を確保しなければならない。 

また、地方分権を推進し基礎自治体が地域の実情に合った質の高い住民サービスを

行っていくためには、地方財源の一層の確保が必要である。 

 よって、国に対し下記事項について強く要望する。 

記 

１ 地方交付税の算定に当たっては、国の政策に基づく一方的な削減を行うことなく、

地方交付税の趣旨にのっとり、自治体の財政需要に見合った適切かつ客観的な算定

に努めるとともに、地方自治体との協議、合意のもとで算定のあり方を検討するこ

と。 

２ 地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、自治体規模に配慮し

た段階補正の強化、市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握

について、対策を講じるとともに、増大する地方の財政需要に見合う地方財政計画、

地方交付税総額の拡大をはかること。 

３ 地方公務員の給与は地方公務員法により、個々の自治体の条例に基づき自主的に

決定されるものであることから、その自主性を尊重すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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